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去
る
11
月
15
日
の
町
制
記
念
日
に
、
勝

山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
町
制

施
行
２
周
年
の
記
念
式
典
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
進
展

に
大
き
く
貢
献
さ
れ
た
功
労
者
と
善
行
の

あ
っ
た
方
、
各
種
各
種
事
業
に
協
力
い
た

だ
い
た
方
々
へ
の
感
謝
状
の
贈
呈
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

梶
原
　
亥 

之 

雄
　
船
津�

　
　
　
　
　
　(

昭
和
15
年
10
月
15
日
生)

　
河
口
湖
町
議
会
議
員
・
富
士
河
口
湖
町

議
会
議
員
を
３
期
12
年
１
ヶ
月
在
職
中
に
、

河
口
湖
町
議
会
議
長
・
同
副
議
長
・
産
経

土
木
常
任
委
員
長
・
湖
南
中
学
校
組
合
議

長
・
富
士
五
湖
広
域
事
務
組
合
議
長
・
監

査
委
員
・
消
防
委
員
会
委
員
等
多
く
の
公

職
を
歴
任
し
、
多
年
に
わ
た
り
豊
富
な
経

験
と
卓
越
し
た
識
見
を
も
っ
て
地
域
振
興

に
貢
献
し
た
。

三
浦
　
洋
惠
　
大
嵐

　
　
　
　
　
（
昭
和
19
年
８
月
10
日
生
）

　
足
和
田
村
議
会
議
員
・
富
士
河
口
湖
町

議
会
議
員
を
３
期
13
年
６
ヶ
月
在
職
中
に
、

足
和
田
村
議
会
議
長
・
農
業
委
員
会
委
員

・
消
防
委
員
会
委
員
・
大
嵐
財
産
区
管
理

委
員
・
湖
南
中
学
校
組
合
議
員
・
富
士
五

湖
広
域
事
務
組
合
議
員
等
多
く
の
公
職
を

歴
任
し
、
多
年
に
わ
た
り
豊
富
な
経
験
と

卓
越
し
た
識
見
を
も
っ
て
地
域
振
興
に
貢

献
し
た
。

梶
原
　
哲
次
　
船
津

　
　
　
　
　
　(

昭
和
10
年
９
月
７
日
生)

　
河
口
湖
町
議
会
議
員
・
富
士
河
口
湖
町

議
会
議
員
を
４
期
13
年
10
ヶ
月
在
職
中
に
、

文
教
常
任
委
員
長
・
産
経
土
木
常
任
委
員

長
・
消
防
委
員
会
委
員
・
船
津
財
産
区
管

理
委
員
・
湖
南
中
学
校
組
合
議
員
・
河
口

湖
治
水
組
合
議
員
等
多
く
の
公
職
を
歴
任

し
、
多
年
に
わ
た
り
豊
富
な
経
験
と
卓
越

し
た
識
見
を
も
っ
て
地
域
振
興
に
貢
献
し

た
。

渡
辺
　
一
正
　
船
津

　
　
　
　
　
（
昭
和
22
年
４
月
４
日
生
）

　
河
口
湖
町
議
会
議
員
・
富
士
河
口
湖
町

議
会
議
員
を
４
期
16
年
１
ヶ
月
在
職
中
に
、

河
口
湖
町
議
会
副
議
長
・
産
経
土
木
常
任

委
員
長
・
河
口
湖
治
水
組
合
議
長
・
富
士

五
湖
広
域
事
務
組
合
議
長
・
監
査
委
員
・

農
業
委
員
会
委
員
・
消
防
委
員
会
委
員
・

船
津
財
産
区
管
理
委
員
等
多
く
の
公
職
を

歴
任
し
、
多
年
に
わ
た
り
豊
富
な
経
験
と

卓
越
し
た
識
見
を
も
っ
て
地
域
振
興
に
貢

献
し
た
。

堀
内
　
直
人
　
大
石

　
　
　
　
　
（
昭
和
15
年
５
月
26
日
生
）

　
河
口
湖
町
議
会
議
員
・
富
士
河
口
湖
町

議
会
議
員
を
５
期
20
年
１
ヶ
月
在
職
中
に
、

河
口
湖
町
議
会
議
長
・
文
教
常
任
委
員
長

・
富
士
五
湖
広
域
事
務
組
合
議
長
・
農
業

委
員
会
委
員
・
消
防
委
員
会
委
員
・
大
石

財
産
区
管
理
委
員
・
河
口
湖
治
水
組
合
議

員
・
地
下
水
保
全
審
議
会
委
員
・
河
口
湖

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
協
会
役
員
等
多
く
の
公
職

を
歴
任
し
、
多
年
に
わ
た
り
豊
富
な
経
験

と
卓
越
し
た
識
見
を
も
っ
て
地
域
振
興
に

貢
献
し
た
。

朝
比
奈
　
喜
作�

大
嵐

　
　
　
　
　
（
大
正
14
年
７
月
７
日
生
）

　
旧
足
和
田
村
に
お
い
て
消
防
団
副
団
長

を
３
年
、
消
防
団
長
を
１
年
、
足
和
田
村

議
会
議
員
を
１
期
４
年
、
農
業
委
員
会
委

員
・
消
防
委
員
会
委
員
・
大
嵐
財
産
区
管

理
委
員
等
を
歴
任
し
、
村
政
振
興
の
た
め

に
貢
献
し
た
。
合
併
後
も
農
業
委
員
会
委

員
を
１
年
間
勤
め
ら
れ
、
町
政
の
発
展
の

た
め
に
尽
力
し
た
。

宮
下
　
昭
夫
　
長
浜

　
　
　
　
　
（
昭
和
２
年
９
月
21
日
生
）

　
足
和
田
村
議
会
議
員
を
１
期
４
年
、
消

防
団
長
を
１
年
、
長
浜
財
産
区
管
理
委
員

を
２
期
４
年
、
教
育
委
員
会
委
員
を
４
年
、

農
業
委
員
会
委
員
を
３
年
等
を
歴
任
し
村

政
振
興
の
た
め
に
貢
献
し
た
。
合
併
後
も

町
連
合
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
・
結
婚
相
談
所

長
な
ど
を
勤
め
ら
れ
、
町
政
の
発
展
の
た

め
に
尽
力
し
た
。

梶
原
　
恒
夫
　
船
津

　
　
　
　
　
　
（
昭
和
４
年
12
月
12
日
）

　
船
津
地
区
公
民
館
長
を
３
期
６
年
勤
め

富
士
河
口
湖
町
　
功
労
者

町
制
施
行
記
念
式
典
で
、

　
町
政
功
労
者
・
善
行
者
を
表
彰
!

　
　
長
年
に
渡
る
ご
功
績
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
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ら
れ
た
後
、
河
口
湖
町
議
会
議
員
・
富
士

河
口
湖
町
議
会
議
員
を
２
期
８
年
１
ヶ
月

勤
め
ら
れ
、
こ
の
間
、
湖
南
中
学
校
組
合

議
員
・
船
津
財
産
区
管
理
委
員
・
消
防
委

員
会
委
員
・
土
地
利
用
審
議
会
委
員
等
を

歴
任
し
町
政
振
興
の
た
め
に
貢
献
し
た
。

合
併
後
も
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
を
勤
め
ら
れ
、

町
政
の
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
た
。

堀
内
　
松
蔵
　
大
石

　
　
　
　
　
（
昭
和
５
年
５
月
13
日
生
）

　
大
石
総
合
開
発
委
員
会
委
員
を
５
期
10

年
、
大
石
簡
易
水
道
運
営
審
議
会
委
員
を

４
期
８
年
、
地
下
水
保
全
審
議
会
委
員
２

期
３
年
、
農
業
委
員
会
委
員
・
自
治
会
長

等
を
歴
任
し
町
政
振
興
の
た
め
に
貢
献
し

た
。

梶
原
　
喜
英
　
大
石

　
　
　
　
（
昭
和
５
年
５
月
20
日
生
）

　
大
石
総
合
開
発
委
員
会
委
員
を
５
期
10

年
、
社
会
教
育
委
員
を
３
期
６
年
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
理
事
を
７
期
14
年
、

民
生
委
員
・
図
書
館
協
議
会
委
員
・
地
区

公
民
館
長
等
を
歴
任
し
町
政
振
興
の
た
め

に
貢
献
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

中
村
　
好
江
　
船
津

　
多
年
に
わ
た
り
民
生
委
員
・
母
子
相
談

員
と
し
て
地
域
住
民
の
生
活
を
援
護
し
町

民
福
祉
向
上
に
貢
献
し
た
。

渡
邉
　
富
夫
　
船
津

　
多
年
に
わ
た
り
地
区
公
民
館
長
・
社
会

教
育
委
員
・
民
生
委
員
児
童
委
員
等
と
し

て
地
域
住
民
の
生
活
を
援
護
し
町
民
福
祉

向
上
に
貢
献
し
た
。

毎
日
新
聞
社
会
事
業
団
　
東
京
都

　
町
の
社
会
福
祉
推
進
の
た
め
に
５
０
０

万
円
を
寄
附
さ
れ
、
地
域
福
祉
向
上
に
寄

与
さ
れ
た
。

綾
小
路
き
み
ま
ろ
（
假
屋
美
尋
） 

大
石

　
町
の
社
会
福
祉
推
進
の
た
め
に
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
の
収
益
金
３
０
０
万

円
を
寄
附
さ
れ
、
地
域
福
祉
向
上
に
寄
与

さ
れ
た
。

富
士
河
口
湖
町
　
善
行
者

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
山
梨
県
文
化
賞
・
奨
励
賞
受
賞

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
山
梨
県
文
化
賞
・
奨
励
賞
受
賞

河
口
の
駒
谷
州
任
さ
ん

 
 

高
齢
者
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
で

　
　
最
優
秀
賞

河
口
の
駒
谷
州
任
さ
ん

 
 

高
齢
者
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
で

　
　
最
優
秀
賞

く
に
た
か

く
に
た
か

　
11
月
15
日
、
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
（
甲
府

市
）
に
お
き
ま
し
て
、
平
成
17
年
度
山
梨

県
文
化
賞
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
山
梨
県
の

文
化
財
伝
承
や
芸
術
文
化
活
動
に
貢
献
の

あ
っ
た
個
人
九
名
、
団
体
三
団
体
へ
、
山

梨
県
知
事
よ
り
奨
励
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
富
士
河
口
湖
町
か
ら
は
、
二
名
の
方
が

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
宮
下
恵
美
子
さ
ん
は
、

河
口
浅
間
神
社
に
伝

わ
る
神
事
芸
能｢

河
口

稚
児
舞
（
県
指
定
無

形
文
化
財
）｣

の
舞
の
指
導
者
と
し
て
、

ま
た
伝
承
者
と
し
て
、
昭
和
23
年
か
ら
現

在
ま
で
57
年
間
、
伝
統
文
化
の
継
承
に
ご

尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
、
伝
統
文
化
の

重
要
性
を
認
識
さ
れ
、
地
域
へ
の
普
及
活

動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
、
今
回
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

　
渡
辺
昇
（
東
雲
）

さ
ん
は
、
富
士
河
口

湖
町
の
書
道
芸
術
の

向
上
に
ご
貢
献
い
た

だ
い
て
い
る
と
と
も
に
、
山
梨
県
芸
術
祭
・

や
ま
な
し
県
民
文
化
祭
書
道
専
門
部
門
委

員
を
務
め
、
ま
た
、
昭
和
47
年
よ
り
、
山

梨
県
書
道
協
会
審
査
委
員
と
し
て
山
梨
県

の
芸
術
文
化
向
上
の
た
め
尽
力
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
今
回
の
受
賞
と
な

り
ま
し
た
。

　
今
後
の
お
二
人
の
更
な
る
活
躍
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

　
第
19
回
山
梨
県
高

齢
者
よ
い
歯
の
コ
ン

ク
ー
ル
に
お
い
て
、

75
歳
か
ら
79
歳
の
部

で
河
口
在
住
の
駒
谷
州
任
さ
ん
（
79
歳
）

が
山
梨
県
知
事
賞
・
最
優
秀
賞
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

　
駒
谷
さ
ん
は
、
現
在
自
分
の
歯
が
27
本

あ
る
そ
う
で
す
。
自
分
の
歯
を
維
持
す
る

秘
訣
は
、
歯
を
磨
く
の
で
は
な
く
、
歯
ぐ

き
を
細
か
く
バ
イ
ブ
レ
ー
ト
し
て
マ
ッ
サ

ー
ジ
す
る
こ
と
、
定
期
的
に
検
診
を
受
け

歯
石
を
取
る
こ
と
、
歯
ぐ
き
を
痛
め
る
の

で
楊
枝
は
使
わ
な
い
、
な
ど
だ
そ
う
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
是
非
参
考
に
し
、
自
分
の
歯

の
維
持
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
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年末・年始休みのお知らせ

ステーション収集（●燃えるごみ＆■燃えないごみ）について・・・

ごみ処理施設への持ち込みについて・・・

※年末・年始の休み中は、長期にわたって収集できませんので、各家庭において保管していた 

　だくなどステーションへは出さないでください。

地　　　区 処理施設 持込可能な日・時間

地　　　区 処理施設 持込可能な日・時間

全地区共通

河   口   湖

富士吉田市環境美化センター

富士河口湖町じん芥処理場

年末　１２月２８日（水）午後３時まで

年始　　１月　４日（水）午前９時から

年末　１２月２９日（木）午前11時まで

年始　　１月　４日（水）午前９時から

勝山・足和田
青木が原ごみ処理組合

大和田清掃センター

年末　１２月２９日（木）午後３時まで

年始　　１月　５日（木）午前９時から

地　　　区 処理施設 持込可能な日・時間

全地区共通 富士河口湖町じん芥処理場
年末　１２月２９日（木）午前11時まで

年始　　１月　４日（水）午前９時から

● 燃えるごみ

■ 燃えないごみ

◆ 粗大ごみ

　年末・年始は、各処理施設が休みとなりますので

「ごみ」は収集しません。絶対にステーションへは

出さないでください。

　ステーション収集は、町のカレンダーに掲載のと

おり実施しますので、お間違えのないようご協力ください。

　年末は、交通量の増加に伴い道路が混雑し、心理的な慌ただしさなどから交通事故の多発が懸念されます。皆さんの交

通安全に対する心がけで交通事故をなくしましょう。

　また、飲酒の機会も多くなります。｢飲酒運転四ない運動｣（運転するなら酒を飲まない、運転する人には酒を飲ませない、

酒を飲んだら運転しない、酒飲み運転をゆるさない）を推進すべく、皆さん一人ひとりがその意識を高く持ちましょう。

　さらに、初日の出暴走などの暴走行為・不正改造車等はもちろん、暴走族に声援や身振り、旗などを振って暴走行為を助

長する「あおり行為」をした者にも罰金が科せられることになります。

　これら、飲酒運転や暴走行為などの悪質・危険な運転を追放させるため、家庭、職場、地域ぐるみで｢しない・させない運

動｣を徹底しましょう。

年末の交通事故防止県民運動

平成１７年１２月１日(木)から１２月３１日(土)までの３１日間

〔重点目標〕
　１　高齢者と子どもの交通事故防止
　２　飲酒運転等悪質・危険な運転の追放
　３　シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　４　早めのライト点灯の徹底と反射材使用の推進
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町
役
場
は
、
12
月
28
日
が
仕
事
納
め
で
、
29
日
か
ら
１

月
３
日
ま
で
休
業
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
新
年
は
４
日
が

仕
事
始
め
で
平
常
業
務
が
始
ま
り
ま
す
。

　
12
月
19
日
～
28
日
ま
で
は
、
庁
舎
が
大
変
混
雑
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
お
早
め
に
お
済
ま

せ
下
さ
い
。

 
 船

津
温
泉
休
養
施
設
（
芙
蓉
の
湯
）

高
齢
者
体
力
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
健
康
プ
ラ
ザ
）

　
年
末
は
、
12
月
28
日
（
水
）
午
後
６
時
ま
で

　
年
始
は
、
１
月
4
日
（
水
）
か
ら
平
常
通
り
で
ご
利
用

で
き
ま
す
。

 
 

年
末
年
始
の
業
務
に
つ
い
て

水
道
の
凍
結
・
漏
水
修
理
に
つ
い
て 
(

お
知
ら
せ)

　
水
道
が
凍
結
し
た
場
合
や
、
水
道
が
漏
水
し
た
場
合
に
は
、
直
接
最
寄
り
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
繕
の
依
頼
を

し
て
く
だ
さ
い
。（
修
繕
費
は
各
自
負
担
に
な
り
ま
す
）

　
ま
た
、
水
道
の
新
設
又
は
家
屋
の
新
築
、
増
築
に
伴
い
水
道
工
事
を
行
う
場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
工
事
の
申
請
は
、
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が
行
い
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
事
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※河口湖中原淳一美術館は11月30日で閉館しました。

河口湖美術館

河口湖ミューズ館

大石紬伝統工芸館

河口湖フィールドセンター

河口湖自然生活館

12月27日～31日 1月1日～4日

12月27日～31日 1月1日～4日

12月27日～31日 1月1日～4日

12月27日～31日 1月1日～4日

12月27日～31日 1月1日～4日

河口湖ハーブ館 閉館なし 1月1日～4日

年末閉館施  設  名 年始開館

富士河口湖ふるさと振興財団（７６－８２８２）

町内にある指定給水装置工事事業者 (平成17年4月1日現在)

なお、この他、町外にも23者ほどの指定給水装置工事事業者があります。
冬季水道管の凍結に伴う解氷工事については、対応出来ない業者もありますので
対応業者に連絡して下さい。

工事事業者 住　所 電話番号
冬季解氷

工事の出

来る業者
工事事業者 住　所 電話番号

冬季解氷

工事の出

来る業者

梶原設備工業

㈲小佐野設備

㈱スバル工業

富 士 土 木 ㈱

中 村 工 業

渡 辺 設 備

㈲モトキ新設備

富士見設備工業

協 栄 工 業 ㈱

石原設備工業

㈱熱研メンテナンス

渡 邊 工 業

㈲綾部設備

㈲三友設備工業

㈱コバヤシ工業

渡辺管工事

渡伊設備工業

光根設備工業

船津 910

船津3143-2

船津5146-1

船津3499-6

船津 3917

船津 966-2

船津6772-1

船津3111-2

船津 3776

船津 7398

船津6601-1

船津1546-8

船津2204-2

小立 2051

小立1777-1

小立2175-12

小立1790-2

小立 788-2

0555-72-0172

0555-72-0823

0555-73-2067

0555-73-2222

0555-72-2649

0555-72-2838

0555-73-3630

0555-72-0178

0555-72-1154

0555-73-1252

0555-73-0358

0555-73-1661

0555-73-2351

0555-72-1577

0555-72-1168

0555-72-2042

0555-72-1818

0555-83-2977

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

0555-72-1012

0555-72-1338

0555-76-7604

0555-76-7508

0555-76-6630

0555-76-8657

0555-85-2753

0555-83-2202

0555-83-2004

0555-83-2120

0555-82-2456

0555-82-2491

0555-82-2152

0555-82-2623

0555-82-2506

0555-82-2798

小立4315-6

小立 2891

河口1597-2

河口 1089

大石2875-1

大石1253-7

勝山 314-1

勝山 429

勝山 1110

勝山1070-5

長浜 1218

西湖

西湖西 3-7

西湖西13-1

西湖南13-5

大嵐 898-3

㈲梶原水道

㈲鐘畑設備工業

中 村 設 備

㈲外川設備工業

㈲はやし設備

貴 家 設 備

㈱叶建設勝山営業所

倉沢配水設備

ミレニアム設備

在 原 工 業

旭 設 備

住 吉 設 備

古 谷 設 備

倉 沢 設 備

三 浦 設 備

丸 修 設 備

役
場
の
年
末
年
始
の
業
務

町
営
温
泉
施
設
の
業
務

財
団
施
設
の
業
務
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　会社や個人で工場や商店などを経営されている方

や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事

業のために用いる構築物・機械・器具・備品等の固定資

産を償却資産といい、土地・家屋と同じようにその年

の１月１日(賦課期日)現在所有している所有者に１

年分課税されます。ただし、鉱業権・漁業権・特許権な

どのような無形固定資産・自動車税の課税対象となっ

ている自動車などは課税対象となりません。「事業の

ために用いている」とは、所有者がその償却資産を自

己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業

として他人に貸し付けている資産も含みます。

　償却資産をお持ちの方で次に該当する人は必ず申

告してください。

◆平成１７年度に申告した人

　①平成１７年１月２日から平成１８年１月１日ま

　　でに新たに取得した資産

　②期間に廃棄や売却処分などで減少した資産

　※�町外へ移管した場合や移管してきた場合はそれ

　　ぞれ①、②を含めて申告してください

◆平成１７年度に申告しなかった人や初めての人

　平成１８年１月１日現在で所有している全資産

　　

　申告期限間近になりますと窓口が大変込み合いま

すので、１月２０日ころまでの提出にご協力くださ

い。なお、資産の申告が必要な事業者の方で、お手

元に申告書が届かない場合は、下記へお問い合わせ

ください。

　●問い合わせ先

　　税務課　資産税第２係（電話７２－１１１３）へ

　固定資産税は、毎年１月１日を基準として、その資

産の所有者に課税されています。

　建物の取壊し、新築・増改築をした場合には届出が

必要です。また、売買や贈与等により所有者が変更に

なった場合も届出が必要です。

　建物の固定資産税は、建物の取壊しや新築・増改築

などを行うと変わります。年内（１２月３１日まで）に

実施した方は申告（届出）が必要となります。

　なお、既に申告している場合や税務課の職員が家

屋調査にお伺いし確認している場合は、届出は不要

です。

　なお、家屋を取壊した後の土地の利用方法により、

土地の固定資産税が変わる場合があります。

　詳細は下記へお問い合わせください。

　●問い合わせ先

　　税務課　資産税第２係（電話７２－１１１３）へ

　町では、今月を収納対策特別強化月間として、町

税等の納付が遅れている人を対象に納付催告(文書催

告、夜間・休日訪問や電話催告等)に取り組みます。

納期限が過ぎて、まだ、納付されていない人はお早

めに納付にご協力ください。町民の皆様に納めてい

ただいている町税は、町がさまざまな施策を進める

上で、とても大切な財源となるものです。町民の皆

様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

平成17年度　今後到来する町税等の納期

　口座振替にすれば、金融機関まで支払いに行く手間

も省け、「うっかり」納め忘れすることもなく、安心確

実に納められます。手続きは簡単です。預貯金口座の

ある金融機関、郵便局の窓口または町役場税務課へ、

届出印をお持ちのうえ「口座振替依頼書」を提出して

いただくだけです。口座振替依頼書は、各金融機関、役

場税務課に置いてあります。

　※ 振り替えできる金融機関

　　山梨中央銀行・山梨信用金庫・都留信用組合・

　　山梨県民信用組合・北富士農協・美富士農協・

　　郵便局

　また、分割納付等の納税相談も行っておりますの

で、ご相談ください。

　●問合せ先　富士河口湖町役場 税務課　収納係　

　　℡　72 － 1113

税　目

固 定 資 産 税

固 定 資 産 税

町 県 民 税

国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険税

納　期　限

平成17年12月26日

平成18年2月28日

平成18年1月31日

平成17年12月26日

平成18年1月31日

平成18年3月31日

納  期

第３期

第４期

第４期

第６期

第７期

第８期

固定資産税
償却資産申告書を発送！

～町税等の納め忘れはありませんか～ 

～町税等の納付は
便利で確実な口座振替で～ 

建物の取壊し、
新築・増改築の届出のお願い

償却資産とは

申告はお早めに

申告期限　平成18年1月31日
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サラリーマンの方で還付申告される方へ 

平成17年分所得税の確定申告

利用するときのポイント利用するときのポイント利用するときのポイント

扶養親族等申告書の提出をお忘れなく扶養親族等申告書の提出をお忘れなく

大月税務署からのお知らせ

国民年金からのお知らせ

★年金受給者のための税金教室◆
　平成１６年までは、６５歳以上で年間合計所得金額

が1,000万円以下の人は、５０万円の老年者控除があ

りましたが、平成１７年分よりこの老年者控除が廃止

され、さらに、年金についても改正された事項があり、

そのために所得税確定申告が生ずる場合があります。

　大月税務署では公的年金受給者の方を対象として、

確定申告書作成説明会を開催します。

　どうぞ、お気軽にご利用ください。

　

◆日　時　１２月１３日（火）午前10時～11時30分

　　　　　　　　　　　　午後１時～２時30分　　

　　　　　　　　（午前と午後の内容は同じです）

◆場　所　町中央公民館２階　第２研修室

◆内　容　設例を基に申告書の作成の仕方を説明し

　　　　　ます。

◆問合せ　大月税務署　個人課税一部門

　　　　　　　電話　０５５４－２２－３１５３

○還付申告書は、1月４日から提出することができます。

　　給与所得者の方で、雑損控除、医療費控除、住宅借

　入金等特別控除などを受けることができる方、又は

　年の途中で退職して年末調整を受けられなかった

　方などは、源泉徴収税額の還付を受けるための確定

　申告書を提出することができます。(税務署の閉庁

　日(土曜・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は

　行っておりませんが、申告書は、郵送又は税務署の

　時間外収受箱に投函することにより提出できます。)

○申告書の提出のみの方については、郵送での提出を

　お願いいたします。

　　なお、申告書(控)を同封される方は、切手を貼付

　し、宛先を記入した返信用封筒を必ず同封してくだ

　さい。

　老齢年金等（老齢または退職を支給事由とする年金）に

は、所得税法上、「雑所得」として所得税がかかります（障

害年金や遺族年金には税金はかかりません）。

　所得税は、受け取る年金から源泉徴収されますが、源泉

徴収の対象となるのは、年金額が１５８万円（65歳未満の

方は１０８万円）以上の方のみです。

　所得税には、納税者の税を負担する能力に応じた課税

を行うために各種の控除が設けられています。この控除

を受けるためには、公的年金等に係る源泉徴収の際に、あ

らかじめ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（ハガキ）

（以下、「扶養親族等申告書」といいます）を社会保険庁に

提出しなければなりません。

　この扶養親族等申告書は、毎年10月下旬に社会保険業務

センターから、対象となる年金受給者に送付されます。必

要事項を記入の上、社会保険業務センターにすみやかに返

送してください。なお、提出期限については、社会保険庁が

指定する12月上旬の日（今年は12月１日（木））が扶養親族

等申告書に記載されています。

　扶養親族等加入する申告書が届かない場合やなくして

しまった場合などには、お近くの社会保険事務所、または、

「ねんきんダイヤル」　０５７０‐０７‐１１６５　にお問

い合わせ下さい。

　扶養親族等申告書は、所得税の控除を受けるための大切

な届書です。申告書が提出されないと、控除申告がないも

のとして扱われてしまいます。忘れずに提出して下さい。

児童手当係から受給者についてお知らせ児童手当係から受給者についてお知らせ

　最近、金融機関等の統合及び支店の統合が行われています。

　児童手当等の受給者についても、自分の取引金融機関を確認してみてください。

　金融機関等名、及び支店名等が違いますと振込みができなくなりますのでよろしく御願いします。

　なお、次回の支給日については、平成18年２月10日（金）です。　

　手当の支給開始については、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した

　日の属する月までです。

　国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署に提出することができます。

 

　申告書を正しく出力していただくために次のことを行っていただく必要があります。

　　　○印刷後に正しく印刷できたかの確認（画面の　指示にしたがって確認）

　　　○印刷する紙は、Ａ４普通紙（ＰＰＣ用紙又は　ＯＡ共用紙）をお使いください。

　　　●アドレス http://www.nta.go.jp（国税庁ホームページ）

　　　　東京国税局のホームページからでもご利用することができます。

国税庁のホームページで所得税の確定申告が作成できます!
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　平成１７年７月２９日に予防接種法施行令が一部改正され、平成１８年４月１日から

麻しん・風しんの予防接種の対象年齢・接種方法が下記のとおり変更になります。�

★まだ、麻しん・風しんの予防接種を受けていないお子さんは、平成１８年２月末日までにかならず受けまし

　ょう。　但し、平成１７年３月生まれの児は、ＭＲワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン）の対象者になり

　ます。

＊�１．麻しん・風しんにかかった事がある児は、予防接種の必要はありません。

＊�２．接種対象年齢・接種方法等で疑問のある方は、お問い合わせ下さい。

平成１７年度（現在）
(平成１８年３月３１日まで)

平成１８年度（新）
（平成１８年４月１日から）

対象年齢

接種方法

1歳以上７歳６ヶ月未満

麻しん及び風しんワクチンを
１回ずつ接種

【第１期】  １歳以上　２歳未満
【第２期】  ５歳以上　７歳未満の児で小学校
     　　　 就学前の１年間 （年長児）

麻しん・風しんの混合ワクチン（ＭＲワクチン）
を第１期・第２期で１回ずつ接種。

 富士河口湖町役場　健康増進課　℡７２－６０３７麻しん・風しん予防接種の問い合わせ

麻しん・風しん予防接種法の改正について

お 知 ら せ

自
動
車
燃
料
費

　
　
助
成
事
業
に
つ
い
て

県
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校

　
入
進
学
支
度
金
制
度
に
つ
い
て

　
県
で
は
心
身
障
害
者
が
使
用
す
る
自
家
用

自
動
車
燃
料
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
申

込
は
左
記
の
日
程
で
行
い
ま
す
の
で
、
請
求

書
類
を
作
成
の
う
え
最
寄
り
の
会
場
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
都
合
に
よ
り
来
場

で
き
な
い
場
合
は
、
郵
送
で
も
受
付
け
ま
す
。

　
な
お
、
助
成
請
求
書
等
の
必
要
な
書
類
は
、

町
役
場
福
祉
推
進
課
窓
口
で
配
布
し
て
お
り

ま
す
。

■
申
込
書
受
付
日

　
１
月
５
日
（
木
）
富
士
吉
田
合
同
庁
舎

　
１
月
６
日（
金
）ぴ
ゅ
あ
富
士（
都
留
市
中
央
）

　
１
月
11
日
（
水
）
上
野
原
市
文
化
ホ
ー
ル

　
１
月
12
日（
木
）富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー（
船
津
）

　
１
月
17
日
（
火
）大
月
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
１
月
18
日（
水
）ぴ
ゅ
あ
富
士（
都
留
市
中
央
）

　
１
月
20
日
（
金
）
大
月
保
健
所

■
受
付
時
間

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
問
合
先
及
び
申
込
書
郵
送
先

　
大
月
市
大
月
町
花
咲
１
６
０
８
‐
３

　
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
部

　
　
障
害
福
祉
担
当

　
ｔ
ｅ
ｌ
　
0
5
5
4
‐
22
‐
7
8
2
6
　
　

　
ｆ
ａ
ｘ
　
0
5
5
4
‐
22
‐
7
8
2
8

　
県
で
は
、
平
成
18
年
４
月
に
小
中
学
校
へ

入
進
学
す
る
児
童
が
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
に
対

し
て
「
ひ
と
り
親
家
庭
小

中
学
校
入
進
学
支
度
金｣

を
支
給
し
ま
す
。

　
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
で

　
①
山
梨
県
内
在
住

　
②
平
成
18
年
４
月
１
日
に
山
梨
県
内
の
小

　
　
中
学
校
（
聾
学
校
、
盲
学
校
、
養
護
学
校

　
　
を
含
む
）
へ
入
進
学
す
る
児
童
を
監
護

　
　
し
、
生
計
を
同
一
と
す
る
ひ
と
り
親
家

　
　
庭
の
親
（
父
母
の
な
い
児
童
の
養
育
者

　
　
を
含
む
）

　
③
平
成
17
年
度
（
平
成
16
年
分
）
の
所
得
税

　
　
が
非
課
税
世
帯
で
あ
る

　
④
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い

　
以
上
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
手
続
き
は
、
平
成
18
年
１
月
10
日
か
ら
１

月
27
日
ま
で
の
間
町
役
場
福
祉
推
進
課
で
で

き
ま
す
の
で
、
印
鑑
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費

受
給
者
証
（
認
定
さ
れ
て
い
る
方
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
平
成
17
年
１
月
２
日
以

降
富
士
河
口
湖
町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前

住
所
地
の
平
成
17
年
度
非
課
税
証
明
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先
　
福
祉
推
進
課

　
　
　
　
　
　 

(

℡
72
‐
６
０
２
８)

ま
で



広
報
富
士
河
口
湖

　
１１

　
こ
の
度
、
河
口
分

団
に
消
火
泡
圧
縮
吐

出
装
置
（
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｓ

装
置
）
を
搭
載
し
た

消
防
自
動
車
が
配
備

さ
れ
、
11
月
１
日
に

関
係
者
の
出
席
の
も

と
入
魂
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｓ
装

置
は
、
混
合
器
で
作

ら
れ
た
混
合
液
（
水+

消
火
泡
原
液
）
に
コ

ン
プ
レ
ッ
サ
を
用
い
て
圧
縮
空
気
を
送
り
込
み
、
配
管
内

部
で
泡
状
に
し
て
発
泡
し
消
火
を
行
な
う
も
の
で
、
少
量

の
水
で
効
率
の
よ
い
消
火
が
出
来
る
も
の
で
す
。
積
載
水

量
６
０
０
�
の
水
と

泡
消
火
原
液
、
空
気

を
混
合
し
、
最
大
10

倍
の
６
　
０
０
０
�

も
の
消
火
泡
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
有
事
の
際
に
は
、

こ
の
機
能
を
十
分
に

生
か
し
、
皆
様
の
生

命
財
産
を
守
る
べ
く

活
躍
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

,

河
口
分
団
新
消
防
自
動
車
配
備

　
今
年
度
開
設
し
た
、
富
士
河
口
湖
町
立
教
育
セ
ン
タ
ー

(

旧
河
口
湖
町
役
場
2
階)

で
は
、
体
験
活
動
を
取
り
入
れ

た
2
つ
の
「
体
験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
企
画
し
、
町
内

の
小
学
校
と
の
連
携
に
よ
り
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　
一
つ
目
は
、
船
津
小
・
小
立
小
・
勝
山
小
の
5
年
生
が

理
科
の
授
業
と
し
て
「
川
」
の
学
習
を
し
ま
し
た
。
町
内

に
は
授
業
で
学
習
で
き
る
よ
う
な
「
川
」
が
無
く
、
各
小

学
校
と
も
そ
の
指
導
に
は
大
変
苦
労
し
て
い
ま
し
た
。
川

の
上
流
や
中
流
に
よ
っ
て
水
の
流
れ
る
速
さ
は
ど
の
よ
う

に
違
う
の
か
、
ま
た
、
川
原
は
ど
の
よ
う
に
で
き
る
の
か
、

川
の
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
人
間
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し

て
い
る
の
か
、
な
ど
を
都
留
市
の
鹿
留
川
に
出
向
い
て
学

習
し
ま
し
た
。

　
写
真
は
、
川

の
流
れ
の
速
さ

を
体
験
す
る
た

め
に
ひ
も
を
つ

け
た
バ
ケ
ツ
を

引
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　
二
つ
目
は
、

小
学
校
3
年
生

の
図
工
で
、「
鋸

や
金
槌
を
使
っ

た
木
工
工
作
」

を
大
石
小
・
西

浜
小
・
大
嵐
小

の
子
ど
も
達
が

合
同
で
体
験
し

ま
し
た
。
町
内
の
「
野
鳥
の
森
公
園
」
内
の
ク
ラ
フ
ト
室

を
使
い
、
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
木
材
・
枝
・
花
木
の
実
な
ど

を
使
っ
て
、
作
品
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
子
ど
も

達
は
、
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
鋸
や
金
槌
を
使
い
、
休
み
時

間
を
取
る
の
も
忘
れ
る
ほ
ど
集
中
し
て
製
作
し
、
納
得
で

き
る
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　

町
教
育
セ
ン
タ
ー
で

　
「
体
験
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
実
施
!

子
ど
も
達
の
感
想
か
ら

「
実
際
に
川
の
ま
わ
り
の
よ
う
す
が
見
れ
て
よ
く

 
 

わ
か
っ
た 

(

5
年)

」

「
思
っ
た
よ
り
も
川
の
水
の
勢
い
は
す
ご
い
力
　 

 
 
 
 
 
 

　
　
　

 
 

だ
っ
た 

(

5
年)

」

「
は
じ
め
て
、
ノ
コ
ギ
リ
で
木
を
切
れ
て
う
れ
し

 
 

か
っ
た 

(

3
年)

」

「
さ
い
後
ま
で
自
分
で
つ
く
る
こ
と
が
で
き
て
よ

 
 

か
っ
た 

(

3
年)

」 
 


